
2 0 2 6 年 4 月 1 日 か ら の 領 事 手 数 料  

Consular fees effective from 1 April 2026 
 

【窓口申請】 

１０年旅券 

５年旅券 

５年旅券（１２歳未満） 

帰国のための渡航書 

在留証明（年金目的を除く） 

出生、婚姻証明等 

翻訳証明 

署名証明 

自動車運転免許抜粋証明 

一次査証 

数次査証 

通過査証 

一次査証（インド人） 

数次査証（インド人） 

通過査証（インド人） 

PASSPORT (10 YEARS) 

PASSPORT (5 YEARS) 

PASSPORT (UNDER 12 YEARS OLD) 

 

RESIDENTIAL CERTIFICATE 

BIRTH AND MARRIAGE CERTIFICATE 

TRANSLATION CERTIFICATE 

SIGNATURE CERTIFICATE 

DRIVER LICENCE CERTIFICATE 

SINGLE VISA  

MULTIPLE VISA 

TRANSIT VISA  

SINGLE VISA  (INDIAN) 

MULTIPLE VISA  (INDIAN) 

TRANSIT VISA  (INDIAN) 

1,980RAND 

1,370RAND 

765RAND 

305RAND 

145RAND 

145RAND 

535RAND 

205RAND 

255RAND 

365RAND 

730RAND 

85RAND 

100RAND 

100RAND 

10RAND 

 

【オンライン申請】＊旅券のみ。証明業務及び査証業務手数料は窓口申請と同額 

１０年旅券 

５年旅券 

５年旅券（１２歳未満） 

帰国のための渡航書 

PASSPORT (10 YEARS) 

PASSPORT (5 YEARS) 

PASSPORT (UNDER(12 YEARS OLD) 

1,930RAND 

1,325RAND 

715RAND 

305RAND 

 

 

※新手数料は 4月 1日申請時より適用されるため、例えば 3月 29日に申請し、4月 2日に交

付する場合、3月 29日現在の旧手数料(令和６年度の手数料)となります。 

※旅券を申請したが、発行後 6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後 5年以

内に新たな旅券を申請する際は、手数料が以下のとおり通常より高くなります。 

 １０年旅券：2,705RAND ５年：2,100RAND ５年旅券（１２歳未満）：1,495RAND 



※旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。（1）有効期間が元の旅券の残

存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、（2）切替申請として新たな旅券（5

年又は 10 年の有効期間）のいずれかの発給申請をしていただくことになります。残存有効

期間同一旅券：765RAND 

 

CONSULAR SECTION  

EMBASSY OF JAPAN 

TEL: 012-452-1500 

FAX: 012-460-3800 


